
死後事務委任契約公正証書 

本公証人は、委任者○（以下「甲」という。）及び受任者○（以下「乙」という。）の嘱託に

より、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。  

（契約の趣旨）  

第１条 委任者甲と受任者乙とは、以下のとおり死後事務委任契約を締結する。  

（委任者の死亡による本契約の効力）  

第２条 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委託者である甲

の本契約上の権利義務を承継するものとする。  

２ 甲の相続人は、前項の場合において、第１１条記載の事由がある場合を除き、本契約を

解除することはできない。  

（委任事務の範囲）  

第３条 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務（以下、「本件死後事務」という。）

を委任する。  

⑴通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務 

⑵永代供養に関する事務

⑶老人ホーム入居一時金等の受領に関する事務

⑷別途締結した任意後見契約の未処理事務

⑸行政官庁等への諸届け事務

⑹別紙 1 にある、インターネット上のホームページ、プログ、SNS 等の登録サイトの閉鎖、

　退会処理事務 

⑺保有するパソコンの内部情報の消去事務

⑻以上の各事務に関する費用の支払い

（通夜・告別式）  

第４条 前条の通夜及び告別式は、○寺に依頼する。 

（永代供養）  

第５条 第３条の納骨及び埋葬は、○寺にて行う。 

（連絡）  

第６条 甲が死亡した場合、乙は、速やかに甲が予め指定する親族等関係者に連絡するも

のとする。



 （預託金の授受 預託金を設定する場合）  
第７条 甲は、乙に対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費用及び
乙の報酬に充てるために、金○万円を預託する。

２ 乙は、甲に対し、前項の預託金（以下「預託金」という。）について預かり証を発行す

る。  

３ 預託金には、利息をつけない。 

（費用の負担）  

第８粂 本件死後事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、預託金から

その費用の支払いを受けることができる。  

（報酬）  

第９条 甲は、乙に対し、本件死後事務の報酬として、別紙 2 にて定める金額を支払うも

のとし、本件死後事務終了後、乙は、預託金からその支払を受けることができる。

（契約の変更）  

第１０条 甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができ、両者は

誠実にその内容を協議し、合意の上で新たな内容を定めるものとする。  

（契約の解除）  

第１１条 甲又は乙は、甲の生存中、次の事由が生じたときは、本契約の解除することが

できる。  

⑴乙が甲からの預託金を費消するなど信頼関係を破綻する行為をしたとき 

⑵乙が健康を害し死後事務処理をすることが困難な状態になったとき 

⑶経済情勢の変動など本契約を達成することが困難な状態になったとき

（契約の終了）  

第１２条 本契約は、次の場合に終了する。 

⑴乙が死亡又は破産したとき

⑵甲と乙が別途締結した「任意後見契約」が解除されたとき



（預託金の返還、精算）  

第１３条 本契約が第１１条（契約の解除）又は第１２条（契約の終了）により終了した場

合、乙は、速やかに預託金を甲または甲の遺言執行者または相続人若しくは相続財産管理

人（以下「相続人等」とする）に返還する。但し、第１４条で定める甲に対する報告におい

て必要となった費用、既に完了した事務に対する報酬及び契約実行中に支出した費用は、 

乙または乙の相続人は、これらを預託金から控除できるものとする。 

２ 本件死後事務が終了した場合、乙は、預託金から費用及び報酬を控除し残余金があれ

ば、これを相続人等に返還する。  

（報告義務）  

第１４条 乙は、甲に対し、本契約締結から１年ごとに、預託金の保管状況について書面で

報告する。  

２ 乙は、甲の請求があるときは、速やかにその求められた事項につき報告する。  

３ 乙は、相続人等に対し、本件死後事務終了後１か月以内に、本件死後事務に関する次の

事項について書面で報告する。  

⑴本件死後事務につき行った措置

⑵費用の支出及び使用状況

⑶報酬の収受 

（免責）  

第１５条 乙は本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲に生じた損害

について責任を負わない 

（合意管轄）  

第１６条 本契約に関連して生じた紛争については、その訴額に応じて○○地方裁判所又は○○ 

簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  

（完全合意）  

第１７条 本契約は、本契約に含まれる事項に関する本契約の当事者間の合意を構成し、口

頭または書面によるとを問わず、当事者間の本契約に定める事項に関する合意、表明及び

了解に優先するものとする。 


